
議案第 29号 

 

   町道路線の変更について 

 

 次のとおり町道の路線を変更することについて、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第

10条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

平成 26年３月６日 

 

  三 朝 町 長  吉 田  秀 光 

 

 

 

町道路線の変更 

路線番号 
変 更 

前後別 
路線名 起点 終点 

重要な 

経由地 

4411 

変更前 

上田曹源寺線 
大字曹源寺 

字上田 633地先 

大字曹源寺 

字屋敷 508地先 
 

変更後 
大字曹源寺 

字屋敷 425-1地先 

 




